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0１.営業秘密漏洩事件
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【事案の概要】

✓ 大手回転寿司チェーン（Ａ社）の元幹部が、大手ライバル会社（Ｂ社）に社長として転職

✓ その後、転職元の営業秘密である商品原価などに関するデータを不正に取得し、このデータをライ

バル会社内で開示・使用

【有罪判決】

✓ 懲役３年（執行猶予４年）・罰金200万円（元幹部）

✓ 懲役２年６月（執行猶予４年）・罰金100万円（転職先の従業員）

転職先の大手ライバル会社に対しても罰金3,000万円の判決

寿司チェーン営業秘密流出事件
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こんな事件に聞き覚えは・・・？

A社 従業員
社長

（Ａ社元幹部）

営業秘密を取得 営業秘密を開示

Ｂ社

使用



【事案の概要】

✓ 国立研究開発法人の元研究員が、同法人の営業秘密であるフッ素化合物の合成技術に関

する研究データを中国企業にメールで送信

✓ 研究データの提供を受けた中国企業（Ａ社）は、約1週間後に中国で類似する内容につい

て特許を出願（当該元研究員も発明者として記載あり）

【有罪判決】（第一審）

✓ 懲役２年６月（執行猶予４年）・罰金200万円

第二審で現在も公判中

国立研究開発法人の営業秘密流出事件
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こんな事件に聞き覚えは・・・？

国立研究開発法人 元研究員

営業秘密を取得 営業秘密を開示

Ａ社

※特許出願
海外



【事案の概要】

✓ 電子部品製造大手（A社）の元従業員が、関連会社の事務所で、同社の主力商品であるス

マートフォンなどに使用されるタッチセンサー技術に関する情報を、自身のハードディ

スクに不正に複製。（※元従業員は、同社を退職後、海外の競合他社で働いていた。）

【有罪判決】（第一審）

✓ 懲役２年・罰金200万円

退職者による競合企業（海外）への技術流出事件
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こんな事件に聞き覚えは・・・？

A社 元従業員

営業秘密を取得 営業秘密を開示

Ａ社

※転職先企業
（競合企業）

海
外

元従業員

営業秘密（技術情報）を
複数回自身のHDに複製

転職のため渡航
（HDを海外に持ち出し）

携帯電話でデータの一部を撮影した
写真などを転職先企業の社員に送信



02.不正競争防止法における営業秘密とは

6



7

「営業秘密」ってどんな情報？

企業・研究機関などにとって重要な秘密としたい情報が「営業秘密」

企業や研究機関などが、営業活や研究・
開 発 か ら 生 み 出 し た 様 々 な 情 報

顧客名簿・情報、
接客マニュアル

企業などでは、自社の優位を確立するために、
このような情報を秘密にすることがある。

企業などが秘密にしたい情報は
「営業秘密」になりうる！

製造方法、設計図面、金型
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脱税、有害物質の垂れ流し等の反社会的な
内容ではなく、企業等にとって広い意味で
役立つ情報。

従業員、取引先関係者等の情報に
接する人が、秘密情報と認識でき
るように管理されている情報。

一般には知られていない情報。
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3つの条件を満たせば、「営業秘密」

「失敗した実験データ」も
含まれる

３つの条件を
全て
満たすことが重
要！



これらの行為は、

「不正競争防止法違反」

になる場合もあります！
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「してはいけないこと！」ってどんなこと？

企業等の「営業秘密」の不正な①取得、②開示、③使用

報酬目当てで勤

務先の営業秘密を

他社等にメールで

送信

かつての勤務先

の営業秘密を転職

先で利用している

クラウド上に保存

し、社内に共有

不正に取得した他

社の営業秘密（例：原

価情報、仕入れ先情報）を

用いて資料を作成す

る

かつての勤務先の

営業秘密（例：顧客リス

ト）を用いて売り込

みをかける

転職先に持ち込

むために勤務先の

営業秘密を私用の

ハードディスクに

コピー



営業秘密侵害をしてしまったらどうなるの？
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措置の内容

 不正競争のうち、一定の行為を行った者に対して、以下の処罰を規定。
○罰則（第21条） ※いずれも併科あり
・外国公務員贈賄罪 ：10年以下の拘禁刑又は3000万円以下の罰金
・営業秘密侵害罪 ：10年以下の拘禁刑又は2000万円以下（海外使用等 

は3000万円以下）の罰金
・そ の 他 ：5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金

○法人両罰（第22条）
・外国公務員贈賄罪 ：10億円以下の罰金
・営業秘密侵害罪の一部 ：５億円（海外使用等は10億円）以下の罰金
・そ の 他 ：３億円以下の罰金

○国外での行為に対する処罰（第21条第8項・第9項・第10項・第11項）
（営業秘密侵害罪、秘密保持命令違反、外国公務員贈賄罪）

○営業秘密侵害行為による不当収益等の没収（第21条第13項等）

刑事措置（刑事罰）

○差止請求権        （第３条）

○損害賠償請求権        （第４条）

○損害額・不正使用の推定等   （第５条等）

○書類提出命令        （第７条）

○営業秘密の民事訴訟上の保護（第10条等）

 （秘密保持命令、訴訟記録の閲覧制限、非公開審理）

○信用回復の措置  （第14条）

○国際的な営業秘密侵害に係る手続（第19条の2等）

（裁判管轄、適用範囲）

民事措置

営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の特例（営業
秘密の内容の言い換え、公判期日外での尋問等）

刑事訴訟手続の特例（第23条～第31条）

第三者に属する財産の没収手続や、没収保全の手続、没収に係る
国際共助手続等

没収に関する手続等（第32条～第40条）

法人でも民事措置、刑事措置を受ける可能性があります
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出典：営業秘密侵害と損害賠償（山根崇邦） 特許研究 PATENT STUDIES No.70 2020／9

営業秘密における高額損害賠償案件（民事）

営業情報 技術情報

１
1 億 3923 万 5088 円（5 条 2 項） 大阪地判平成 25・4・11 
「中古車顧客情報」

10億2300万円（5条3項3号） ※対従業員
知財高判令和 2・1・31 「新日鐵住金電磁鋼板」 

２
6269 万円（5 条 2 項） 東京地判平成 15・11・13 
「ハンドハンズ」

4億925万1596円（4条）福岡地判平成 14・12・24
「半導体全自動封止機 械装置」

３
5471 万 3160 円（4 条） 東京地判平成 30・3・28 
「プロバイダー顧客情 報」

3億1900万円（5条3項3号）知財高判平成 23・9・27
「ポリカーボネート樹脂製 造装置Ⅰ」

４
1433 万 4860 円（4 条） 東京高判平成 12・4・27 
「オフィスコーヒー顧客名 簿」

2億8700万円（5条2項・9条）東京地判平成 23・4・26
「ポリカーボネート樹脂製 造装置Ⅱ」

執行状況はどうなっているの？

※警察庁「令和７年における生活経済事犯の検挙状況等について」に基づき経済産業省作成

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和5年 令和6年 令和7年

検挙件数
※不競法全体

４９ ４４ ３７ ３５ ５３ ４１ ４７ ５３ ３７ ３６ ４９

 検 挙 件 数 １２ １８ １８ １８ ２１ ２２ ２３ ２９ ２６ ２２ ３８

検挙人員数 ３１ ２５ ２５ ２３ ２７ ３８ ４９ ４５ ４２ ４５ ６４

検挙法人数 ４ ４ ０ ０ ０ １ ０ １ ２ ２ ６

相談受理件数 ２６ ３５ ７２ ４７ ４９ ３７ ６０ ５９ ７８ ７９ ７４

営
業
秘
密
侵
害
事
犯

近年の営業秘密侵害罪（検挙件数・相談件数の推移）
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⚫ 営業秘密漏洩の原因は、外部からのサイバー攻撃等に起因する漏洩や、従業員や退職者等に

よる内部不正に起因する漏洩が多い。

（出典）「企業における営業秘密管理に関する実態調査２０２４」調査結果を元に経済産業省作成

どのような場合に営業秘密が漏れてしまうの？



03.企業側の備え
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ひとたび秘密でなくなった情報は再び秘密に戻ることはない
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情報流出対策～情報を流出させないことが一番重要～

接近の制御 持出し困難化 視認性の確保
秘密情報に対する

認識向上
信頼関係の
維持・向上等

 アクセス権の設定
 秘密情報を保存したＰＣを不

必要にネットに繋がない
 構内ルートの制限
 施錠管理
 フォルダ分離
 ペーパーレス化
 ファイアーウォールの導入

等

 私用ＵＳＢメモリの利用・持
込み禁止

 会議資料等の回収
 電子データの暗号化
 外部へのアップロード制限

等

 座席配置・レイアウトの工夫
 防犯カメラの設置
 職場の整理整頓
 関係者以外立入禁止看板（窓

口明確化）
 ＰＣログの記録
 作業の記録（録画等） 等

 マル秘表示
 ルールの策定・周知
 秘密保持契約の締結
 無断持出禁止の張り紙
 研修の実施 等

 ワーク・ライフ・バランスの推
進

 コミュニケーションの促進
 社内表彰
 漏えい事例の周知 等

対
策
の
具
体
例



秘密情報をきちんと秘密管理することに加えて・・・

✓従業員のアクセスログ

✓退職従業員のPCのHDD

を一定期間保全しておくことが重要

※また、退職前の従業員の動向には要注意！

アクセスログ・HDDを一定期間保全しておくことが重要
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情報が流出した際、裁判に備えて



転職者が、元の所属先の営業秘密を持ち込み、転職先で転職先の従業員

とともに当該営業秘密を使用していた場合・・・

✓転職先企業も当該営業秘密を使用した商品の販売差し止めや

刑事責任を負う可能性があることに注意

➢ 現に・・・

寿司チェーン情報流出事件では、転職先の従業員や

転職先企業も起訴されている

情報流出だけでなく、情報流入（コンタミネーション）対策も重要

16

情報流入（コンタミネーション）対策



以下のような対策を講ずることが重要

➢転職者に対して･･･

✓ 他社の営業秘密を持ち込まない旨の誓約書を提出させる

✓ 一定期間、転職前の業務とは異なる業務に従事させる

➢社内の従業員等に対して･･･

✓ 他社の営業秘密と思われる情報には触れない･使わないように教育する

17

情報流入（コンタミネーション）対策

具体的対策
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万が一秘密情報が漏洩してしまったら
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情報漏洩には兆候があります

✓ 秘密情報を保管しているサーバーや記録媒体へのアクセス

回数が大幅に増えたり、業務上必要のないアクセスがある

✓ 業務量に比べて異様に長い残業時間や、余裕がある時期で

も休暇を取ろうとしない

✓ 不必要な休日出勤が増えた

漏洩の兆候のある従業員の

サーバーへのアクセスや

メールのログ、ダウンロー

ドデータの内容を確認

従業員等からの漏洩

✓ 同僚内の会話やＯＢ会等で、退職者の転職先企業での業務

内容が転職前の研究内容と似ていると話題になっていたり、

そういった噂がある。

✓ 退職者の転職先企業が、製造・販売を開始した商品の品質

や機能が、特に転職後、自社商品と同水準になった

退職者等からの漏洩
漏洩の兆候のある退職者等

に未返却のものがないか確

認する。

退職者等の退職前後一定期

間のサーバーへのアクセス

記録や、メールのログ、ダ

ウンロードデータの内容を

確認する。



0４.困ったときは
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世 界 各 国 に お け る 営 業 秘 密 管 理 マ ニ ュ ア ル

✓ 在外の日系中堅・中小企業を主なターゲットに、
①現地専門家によるハンズオン支援と、
②情報提供活動（各国の法制度や対策ポイントを踏
まえた 営業秘密マニュアルの作成 等）

を通じて、営業秘密管理体制の整備・強化を支援する
ための「中小企業アウトリーチ事業」を令和元年度か
ら実施している。

✓ 直近では、営業秘密に関する米国法制度の概要を公表
（令和７年３月）

✓ これまでに、作成・公表したマニュアルの例

営業秘密を巡る新たな課題への対応  ～啓発資料の改訂など～

マニュアル

秘密情報 の保護 ハ ン ド ブ ッ ク （ 令 和６年２月改訂版 ）

✓ 前回改訂（令和4年5月）以降の社会経
済情勢の変化・関係法令の進展等を踏ま
えて改訂した（令和6年2月）。

✓ 主な改訂内容は以下とおり。
① 令和5年の不正競争防止法改正を含む

関連法制度の見直し・ガイドライン
の改訂に伴う修正

② 営業秘密・秘密情報をとりまく環境
の変化に伴う修正

③ 巻末の「参考資料」の修正 ハンドブック ※ページ下部、
「各種報告書」へ

知 っ て お き た い 営 業 秘 密 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 公 表 ）

✓ 従業員向けのわかりやすい啓発資
料の作成が要望されていたことか
ら、関係団体と協議・検討を重ね、
第10回営業秘密官民フォーラム
（令和6年6月）にて、本パンフ
レットを公表した。

✓ また、昨今の外国人労働者数の増
加等も踏まえ、本パンフレットの
英語版についても作成を行い、令
和6年11月に当室HPにて公表した。

✓ 前回改訂（平成31年1月）以降の営業秘密
をとりまく環境の変化・裁判の動向等を踏
まえて改訂した（令和7年3月）。

✓ 主な改訂内容は以下とおり。
① 本指針の対象となる「事業者」の範囲に

ついて、大学・研究機関が該当し得る旨、
裁判例等を踏まえ明確化

② 働く環境・情報管理の在り方等踏まえ、
秘密管理性に関して整理・拡充。

③ 生成AI等新たな技術動向を踏まえた営業
秘密管理に関する記載の追加・整理

☞詳細は次頁へ

営業秘密管理指針
知っておきたい営業秘密

日本語版 英語版

営 業 秘 密 管 理 指 針 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 改 訂 版 ）

• 韓国における営業秘密管理マニュアル（令和4年5月）
• シンガポールにおける営業秘密管理マニュアル（令和4年5月）
• インドネシアにおける営業秘密管理マニュアル（令和6年6月）
• インドにおける営業秘密管理マニュアル（令和6年6月） 21



✓ 自社の強みを｢知財｣として活用できるだろうか…
✓ まずは無料で身近な機関に相談したい…

…全国４７都道府県にある「知財総合支援窓口」は、
地域密着型の相談窓口です。

知財ポータルで詳しい支援内容や事例をご覧ください！
まずはお電話ください！（０５７０－０８２－１００）
※全国47都道府県に設置されたお近くの窓口におつなぎいたします。

  ※ご案内時間帯:平日8:30〜17:15

まずはＨＰから、問い合わせ前に整理いただきたい
項目をご確認ください。

不正競争防止法の一般的な解釈に関するご質問はこちらまで

不正競争防止法 知的財産政策室 検索

経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室
〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１丁目３番１号
ＴＥＬ：０３－３５０１－１５１１（内線：２６３１）
Ｅ－ｍａｉｌ：bzl-chitekizaisan@meti.go.jp

＜関係資料等＞＜相談窓口等＞

◆ＩＮＰＩＴ((独)工業所有権情報・研修館）

◆ＩＰＡ((独)情報処理推進機構）情報セキュリティ安心相談窓口

…官民の実務者が、営業秘密に関する記事および各種セミナーなどの
イベント案内を定期的に配信しています。

バックナンバー

◆営業秘密関連情報サイト【営業秘密のツボ】

◆経済産業省 不正競争防止法解説ウェブサイト

…「逐条解説 不正競争防止法」、「営業秘密管理指針」、「秘密情
報の保護ハンドブック」、不正競争防止法改正概要資料など、不正
競争防止法に関する様々な資料を掲載しております。

●経営課題について、知的財産の側面から考えたい

✓ 社内で保有する秘密情報の管理体制や関係規約を見直したい
✓ 自社の営業秘密情報が漏れてしまったかも…？

…など、無料で皆様のご相談に対応できる、
 「営業秘密支援窓口」がございます。

ポータルサイト
相談窓口 問い合わせフォーム
Ｅ－ｍａｉｌ：ip-sr01@inpit.go.jp

●営業秘密に関して相談したい

営業秘密で困ったことがあれば･･･相談窓口・関係情報について

●コンピュータウイルスや不正アクセスなど、情報セキュリティについて
相談したい

●不正競争防止法に関する各資料を見たい

●営業秘密官民フォーラム「メールマガジン」のバックナンバーを見たい
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https://chizai-portal.inpit.go.jp/
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/
https://www.ipa.go.jp/security/economics/mailmag/index.html
https://faq.inpit.go.jp/tradesecret/service/
https://www.inpit.go.jp/form/gippd_inquiries.html
mailto:ip-sr01@inpit.go.jp
mailto:ip-sr01@inpit.go.jp
mailto:ip-sr01@inpit.go.jp
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